
（１８）法華山谷川 

操業区域：次の点Ａ、Ｂ及びＣを結んだ線から上流の区域 

Ａ 東播磨港荒井地区東防波堤基部(北緯 34度 45分 1.1秒、東経 134度 46分 8.1秒） 

Ｂ 東播磨港荒井地区東防波堤突端北西角(北緯 34 度 45 分 1.1 秒、東経 134 度 46 分 3.9

秒） 

Ｃ 電源開発株式会社高砂火力発電所専用岸壁南東角(北緯 34 度 45 分 3.0 秒、東経 134 度

45分 55.2秒） 

（注）緯度経度は秒の単位を端数処理により小数第１位までとしているため参考値 

 

【参考】各点のグーグルマップ リンク（点Ａ、Ｂ、Ｃ） 

 

 

（注）赤線：操業区域下流端（点Ａ、Ｂ及びＣを結んだ線） 

操業区域図 

（ア）下流端拡大図 

（ア） 

https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'01.1%22N+134%C2%B046'08.1%22E
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'01.1%22N+134%C2%B046'03.9%22E
https://www.google.co.jp/maps/place/34%C2%B045'03.0%22N+134%C2%B045'55.2%22E

